協定締結終了合意書（案）

本契約（以下「本契約」という。）は、三重大学（以下MUという）とABC大学（以下ABCという）により締結される。
三重大学と ABC 大学は、以下総称して「両当事者」という。
なお、原契約は、〇年〇月〇日に両大学との間で締結した大学間協定で、一般協定及び学生交流の覚書等それらに付随する全ての合意事項（以下「原契約」という）を、本契約の発効日に失効するものとする。

両当事者は、これまで締結してきた原契約の終了について合意し、以下に定める条件に基づき原契約を終了するものとする。

1.	終了
1.1 本契約の発効日をもって、原契約は完全に終了するものとする。署名日を発効日とする。
1.2 発効日以降、両当事者は、以下の第 2 条に概説される原契約の終了後も存続する義務を除き、原契約に基づくさらなる義務を負わないものとする。

2.	終了後も存続する義務
2.1 原契約の終了にかかわらず、両当事者は、原契約の以下の規定が原契約の終了後も存続することに同意する。
(秘密保持及び個人情報データの取扱い、責任、補償、紛争解決、準拠法)
①秘密保持
（１）秘密情報および個人情報データの定義
当事者は、学生の派遣および受け入れに関連して取得する情報のうち、個人識別情報（氏名、連絡先、成績、健康情報等の個人情報データを含むがこれに限定されないもの）を秘密情報として取り扱うものとする。この個人情報データの取扱いに関して、各当事者は以下の方針に基づき適切な管理を行うことを確認する。
（２）個人情報データの取扱いに関する法令遵守
三重大学は、「個人情報保護法（Act on the Protection of Personal Information）」および関連する規則に従って個人情報データを保護するものとする。また、海外の相手国側の大学は、相手国のデータ保護法（例えば、EU加盟国であれば「一般データ保護規則（GDPR）」）および関連する規則を遵守することを保証する。当事者は、相手国の法令に基づく規制や要件を相互に確認し、両者が個人情報データを適切に保護するための努力を行うものとする。
（３）個人情報データの管理期間と削除
当事者は、契約終了後または学生派遣・受け入れプログラムの終了後、個人情報データを継続的に保持する必要がなくなった場合には、速やかに当該個人情報データを適用される法令に基づき安全かつ確実に削除または匿名化するものとする。ただし、各当事者の国内法に基づく保持義務がある場合は、当該義務に従うものとする。
➁責任
（１）基本責任
本契約に基づき各当事者が提供するプログラム及びサービスに関して、各当事者は自己の管理下において発生した事項について責任を負うものとする。すなわち、当事者は、自己の行為または過失により相手方に損害が発生した場合、その損害を賠償する責任を負う。
（２）学生派遣及び受け入れに関する責任
派遣学生が自己の責任により行った行動に起因する事故や損害については、派遣元大学及び受入れ大学ともに責任を負わないものとする。
（３）学術研究における責任
共同研究に関する知的財産や研究成果の管理については、別途契約で定めるものとしますが、両当事者は自己の提供する研究設備、データ、技術における管理において善良な管理者の注意義務を尽くしたが、共同研究の結果生じた損害について、当事者間で予見できなかった間接損害、逸失利益に関しては責任を負わないものとする。
（４）不可抗力
天災地変、戦争、暴動、テロ行為、法令の制定・改廃その他当事者の合理的な支配を超えた事由により本契約の履行が困難となった場合、当事者はその責任を免れるものとする。ただし、当該不可抗力が発生した場合は速やかに相手方に通知し、影響を最小限に抑えるために誠実に協力するものとする。
（５）責任の制限
各当事者は、契約履行に関して生じた相手方への損害賠償責任の総額を、本契約の当初締結額または契約に基づき当該学年度に支払われた費用の総額を超えないものとする。また、間接損害や逸失利益については、当事者間で責任を負わないものとする。
③補償
（１）一般補償義務
各当事者は、本契約に基づく義務の履行または不履行により、相手方またはその関係者に損害が発生した場合、当該損害について賠償する責任を負うものとする。これには、合理的な弁護士費用、裁判費用、その他の損害に関わる全ての費用が含まれるものとする。
（２）学生派遣・受け入れに関する補償
本契約に基づき、学生の派遣及び受け入れプログラムの実施において、派遣元大学と受け入れ大学は各自の管理下で発生した事故や損害に対して、相手方を補償する責任を負う。例えば、派遣学生が留学先で第三者に損害を与え、留学先大学がその補償を求められた場合、派遣元大学は当該損害に関する補償責任を負うものとする。ただし、受け入れ大学の過失により生じた損害については、この限りではない。
（３）共同研究に関する補償
共同研究に関連する知的財産権の侵害、データの不正使用、または他者の権利を侵害する行為によって相手方が第三者から損害賠償請求を受けた場合、当該行為を行った当事者は、相手方に対し、当該損害に関する補償義務を負う。なお、共同研究の成果物に関しては、予期せぬ損害が発生した場合、当該損害の補償を行うかについては、当事者間で協議の上、合理的な範囲内で対応するものとする。
（４）第三者からの請求に関する補償
本契約に基づく活動によって生じた第三者からのクレームまたは訴訟に関し、発生した原因がいずれかの当事者にある場合、当該当事者は当該クレームや訴訟の対応にかかる一切の費用及び損害について相手方を補償する義務を負うものとする。
（５）補償の制限
前各項の規定にかかわらず、当事者は相手方の間接的損害、逸失利益、特別損害については、当該損害が予見可能であったか否かを問わず、補償しないものとする。また、不可抗力（天災地変、戦争、法令の改正等）により発生した損害についても補償義務を負わないものとする。
④紛争解決
　　　本契約に関して発生する一切の紛争、争議、または請求（以下「紛争」）については、まず当事者間で誠実に協議し、可能な限り友好的に解決するものとする。協議により解決が得られない場合、三重大学の所在地にある津地方裁判所を専属的な管轄裁判所とし、そこでの訴訟により解決するものとする。
⑤準拠法
本契約に関する事項は、日本国法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。準拠法としての選択は、当事者間の一切の権利義務にも影響を与えるものとする。
2.2 交流学生の留学期間が本契約の発効日以降も続いていても、留学期間が変更されることはない。また、原契約の交流学生に関する全ての規定は、留学期間終了まで存続することに同意する。

3.	責任の放棄
3.1 各当事者は、原契約および本契約に起因または関連するあらゆる請求、訴訟原因、義務、または責任から、第2条に記載されているように特に終了後も存続する義務を除き、相手方当事者を解放し、永久に免除するとともに、訴訟リスクを最小限に抑えるため、協定終了後も紛争の回避に努める。

4.	データのプライバシー
4.1 原契約が終了した場合、各当事者は、適用される法令および当事者間で合理的に合意された方法に従い、原契約に基づき他方当事者から受領したすべての個人情報データを、法令によりデータの保存が義務付けられている場合を除き、削除または他方当事者に返却するものとします。
4.2 各当事者は、原契約の終了後に保持する個人情報データに関して、適用されるデータ保護法に基づくすべての義務を遵守するものとします。

5.	保証
5.1 各大学は、この合意書を締結し、拘束される法的能力を持つことを保証する。

6.	完全合意
6.1本契約は両当事者間の完全な合意を持って行い、書面または口頭を問わず、両当事者間のすべての事前の了解および合意に優先する。

7.	カウンターパーツ
7.1 本契約は、成立させるために正本を２部作成し、各正本は本契約の正本とみなされ、英語版のみが拘束力を持つ。本契約を証明するために２つの正本を作成する。
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